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（３）心筋梗塞等の心血管疾患 

ア 施策の現状・課題 

       心血管疾患を含む心疾患（高血圧性を除く）による本県の年間死亡者 

数は、１１，３９１人（令和４年）と死亡者総数の１５．８％を占め、 

死因順位の第２位です。 

心疾患死亡数全体の約１３％（令和３年）を占める急性心筋梗塞に 

おける人口１０万対の年齢調整死亡率（令和２年）は、男性は 

３２．４（全国３２．５）で高い順に全国第２５位、女性は１４．１ 

（全国１４）で第２２位です。 

また、心疾患死亡数全体の約３９％（令和３年）を占める心不全に 

おける人口１０万対の年齢調整死亡率（令和２年）は、男性は 

７０．７（全国６９）で高い順に全国第２１位、女性は４９．２（全 

国４８．９）で第２５位と、男女ともに相対的に高い水準にあります。 

心筋梗塞等の心血管疾患を発症した場合、まず、急性期には内科的・ 

外科的治療が行われ、同時に再発予防や在宅復帰を目指して、患者教育、 

運動療法、心血管疾患の危険因子の管理等を含む、疾病管理プログラム 

としての心血管疾患リハビリテーションが開始されます。その際、自覚 

症状が出現してから治療が開始されるまでの時間や疾患によって、治療 

法や予後が大きく変わります。 

また、在宅復帰後は、基礎疾患や危険因子の管理に加えて、心血管疾 

患患者の急性期の生命予後改善等に伴い、増加している慢性心不全の管 

理など、継続した治療や長期の医療が必要となります。 

 

図表 5-1-2-3-1 心疾患（高血圧性を除く）による死亡者数と年齢調整死亡率の推移 

〔男性〕                  〔女性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計（厚生労働省）、人口動態統計特殊報告（厚生労働省） 
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〔急性心筋梗塞〕 

急性心筋梗塞の危険因子は、高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病、メタ 

ボリックシンドローム、ストレスなどです。発症の予防のためには、適正 

な体重の維持及び減塩・栄養素を適量とる食生活と運動習慣の実践など、 

生活習慣の改善が重要です。また、高血圧や糖尿病などの適切な治療も必 

要です。 

喫煙や受動喫煙により、発症リスクが増大することが確認されていま 

す。このため、受動喫煙の防止や禁煙の支援に関する情報提供等のたばこ 

対策が求められます。 

医療保険者は生活習慣病予防に向けて特定健診・特定保健指導を実施 

するとともに、医師の判断に基づき一定の基準に該当する者に対し、心電 

図の検査※を実施するなど、疾患やそのハイリスク者の早期発見に努める 

必要があります。 

健診結果に応じて医療機関への受診を勧奨したり、一人一人の生活習 

慣の改善に主眼を置いた保健指導を実施するなどにより、発症予防に努め 

る必要があります。 

急性心筋梗塞を疑うような症状が出現した場合、本人や家族等周囲にい 

る者は、速やかに救急要請を行う必要があります。 

また、心臓が止まるような不整脈が生じた場合には、正常に戻すため心 

臓に電流を流す「除細動」を早く行うほど救命の効果があります。第一 

発見者など市民による一次救命処置（ＢＬＳ）が重要です。 

これを踏まえ、本県では、平成２９年４月に千葉県ＡＥＤの使用及び 

心肺蘇生法の実施の促進に関する条例が施行されました。ＡＥＤ使用率 

は、条例施行前である平成２８年の５．４％以降、令和元年の６．３％ 

まで上昇しましたが、令和２年には４．６％と一時低下しました。その 

要因としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響も推測され 

るところです。その後、令和３年に再び５．２％まで上昇しましたが、 

引き続きＡＥＤの使用率を上昇させるため、心肺蘇生法等の応急処置に 

関する知識や技術、ＡＥＤの使用方法に関する更なる普及啓発が必要で 

す。 

心筋梗塞患者に対する疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビ 

リテーションは、合併症や再発の予防、早期の在宅復帰及び社会復帰を 

目的に、発症した日から患者の状態に応じ、運動療法、食事療法、患者 

教育等を実施することが必要です。 

疾病管理プログラムとは、多職種チームが退院前から退院後にわたり 

医学的評価・患者教育・生活指導を包括的かつ計画的に実施して再入院 

抑制を含む予後改善を目指す中～長期プログラムをいいます。低下機能 

（心機能）の回復だけではなく、再発予防、リスク管理などの多要素の 

改善に焦点が当てられています。 

※ 国の循環器病対策推進基本計画では、心電図検査等が心房細動などの早期発見
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につながるとする報告があるとしています。 

 

〔大動脈解離〕 

急性大動脈解離は、死亡率が高く予後不良な疾患であり、発症後の死亡 

率は 1 時間ごとに１から２％ずつ上昇するといわれており、迅速な診断 

と治療が重要です。 

大動脈解離患者に対する疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハ 

ビリテーションでは、術後の廃用性症候群の予防や、早期の退院と社会復 

帰を目指すことを目的に、多職種による多面的・包括的なリハビリテー 

ションを患者の状態に応じて適切に実施することが必要です。 

   

〔慢性心不全〕 

慢性心不全は、慢性の心筋障害により心臓のポンプ機能が低下し、日常] 

生活に障害を生じた状態であり、労作時呼吸困難、息切れ、四肢浮腫等、 

様々な症状をきたします。心不全の危険因子は、高血圧、心筋症、心筋梗 

塞、心臓弁膜症、不整脈、糖尿病などです。 

心不全の継続的な医療を受けている患者数は、千葉県内で約１８千人と 

推計され、そのうち、約７０％が７５歳以上の高齢者です。また、本県 

における心不全による死亡数（４，００３人・令和３年）は心疾患（高 

血圧性を除く）死亡数全体（１０，１６７人）の約３９．４％です。 

慢性心不全患者は、心不全増悪による入退院を繰り返しながら、身体機 

能が悪化することが特徴であり、今後の患者数増加が予想されています。 

慢性心不全患者に対する疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビ 

リテーションでは、自覚症状や運動耐容能の改善及び心不全憎悪や再入院 

の防止を目的に、多職種による多面的・包括的なリハビリテーションを患 

者の状態に応じて実施することが必要です。 

また、再入院率改善のためには薬物療法、運動療法、患者教育等を含む 

多面的な介入を、地域における幅広い医療機関及び関係機関が連携しなが 

ら、発症後、生涯にわたって継続して行うことが重要です。 

 

イ 循環型地域医療連携システムの構築 

心筋梗塞等の心血管疾患の循環型地域医療連携システムは、県民が身 
近な地域で質の高い心血管疾患に関する医療を受けることができるよう、 
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局、訪問看護 
ステーション、急性期対応医療機関などとの連携により構築します。ま 
た、行政や保険者による特定健診・特定保健指導や心疾患に関する知識 
の普及・啓発などの生活習慣病の予防施策も含まれます。   

かかりつけ医等は、患者の状態に応じて外来診療時や患者が居住して 
いる場への訪問時等に、危険因子となる生活習慣の改善の指導や、疾病 
の早期発見・治療をします。また、かかりつけ医は、動悸や胸の痛み等 
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の自覚症状のある患者について、専門的な医療機関で治療を受ける必要 
があると判断した場合、患者の状況に応じて、身近な対応医療機関へ紹 
介するとともに、退院後は対応医療機関と連携し、継続的な療養管理や 
指導を行います。 

家族等周囲にいる者は、発症後速やかに救急要請を行うことや、心肺 
停止が疑われる者に対して、ＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法等適切な 
処置を実施します。 

救急救命士を含む救急隊員は、メディカルコントロール体制の下で定 
められた基準に即して、適切に観察・判断・救急救命処置等を行った上 
で対応が可能な医療機関に搬送します。 

急性期を担う医療機関は、専門的な治療を行います。なお、２４時間 

専門的な診療を提供できる体制を確保するため、急性期対応医療機関 

は、必要に応じて隣接圏域等の急性期対応医療機関と互いに補完しあい 

ます。 

回復期以降を担う医療機関では、再発予防のため、個々の患者に合わ 
せて、疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビリテーションを入 
院または通院により実施します。 

心筋梗塞等の心血管疾患の循環型地域医療連携システムが円滑に運用 
されることで、対応医療機関と地域のかかりつけ医等がそれぞれの機能 
に応じた役割分担に基づき連携を強化することにより、効果的な医療体 
制の整備を進めます。 
なお、厚生労働省では、循環器病の治療の均てん化等を進めるため、 

デジタル技術を利用した有効な診療体制の確立について調査・研究をし 

ているところであり、この状況を注視していく必要があります。 
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ウ 施策の具体的展開 

(ｱ) 心血管疾患の予防・正しい知識の普及啓発 

〔生活習慣と心血管疾患の関係についての周知〕 

○ 県民が生涯を通じてライフステージに応じた適切な食生活が送れ 

  るよう、市町村、栄養士会、地域ボランティア団体、民間企業など 

と協力し、対象者に応じた効果的な普及啓発等に取り組みます。 

○ 県民が地域に親しみながら運動をより身近なものとして習慣化す 

 ることができるよう、運動による健康への影響や効果について県民 

に発信するとともに、各地域のウォーキングロードやオリジナル体 

操についての紹介などに取り組みます。 

〇 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒に関する正しい知識を普及 

 するため、飲酒に伴う健康影響は年齢、性別、体質等に応じて異 

なることを踏まえ、分かりやすく有益な情報を発信します。 

〇 喫煙による健康への影響に関する正しい知識を普及するため、学 

校、市町村、医療保険者、医療機関、民間企業・団体等の実施する 

様々な事業を活用し、多面的に啓発を行います。さらに、世界禁煙 

デー及び禁煙週間、がん征圧月間などのキャンペーンや成人式など、 

様々な機会を捉えて啓発活動を実施します。 

〇 生活習慣病の予防や全身と口腔の関係などについて、県民の歯・ 

 口腔保健意識の向上を図るため、市町村、関係団体、企業などと連 

携して、地域や職場において正しい歯・口腔保健の知識、歯周病と 

糖尿病や循環器疾患などの関連性やオーラルフレイル予防などに関 

する知識の普及啓発を図ります。 

 

〔特定健診・特定保健指導による予防対策の推進〕 

〇 特定健診の受診や特定保健指導の利用を促すため、県民だより、 
 ラジオ放送、リーフレット等の各種媒体を活用するほか、各保険者 
による特定健診や特定保健指導の実施率向上の取組について、支援 
します。 

〇  国保連合会と連携し、各市町村への研修や保険者指導等を通じて、 
KDB*の活用を普及し、生活習慣病の未治療者や治療中断者等に対 
する保健指導の促進を図ります。 

 

 (ｲ) 保健医療及び福祉に係るサービスの提供 

〔応急処置に関する知識・技術の普及〕 

○ 心肺蘇生法等の応急処置に関する知識や技術、ＡＥＤの使用方 

法について一層の普及啓発に努めるとともに、ＡＥＤの公共施設 

への設置を推進し、更にＡＥＤ設置の必要性を民間事業者に働きか 

けます。 
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○ 地図情報にＡＥＤの設置場所等（施設名・住所・取付位置・使用 

可能な日時等）の情報を提供することで、それらの情報をスマート 

フォン等で簡便に把握し、必要が生じた際にＡＥＤを速やかに確保 

できるようにします。 

 

〔急性期（搬送）〕 

○ 心血管疾患の初期症状のうち、一般県民でも判断しやすい項目に 

ついて普及啓発をすすめます。 

○ 早期に、適切な対応が可能な医療機関に搬送することができるよ 

う、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の継続的な見直し 

を行うなど、消防機関による傷病者の搬送及び医療機関による受け 

入れが適切かつ円滑に行われるよう努めます。 

 

〔急性期（治療）〕 

○ 医療圏内の連携体制や医療圏を越えた医療提供体制の強化などを 

推進し、限られた医療資源であっても、効率的で質の高い心血管疾 

患に係る急性期医療提供体制の確保に努めます。 

 

〔リハビリテーション〕 

○ 心臓リハビリテーションが必要な患者が生活状況や自分の状態を 

記録し、自分の病気に対する理解を深めるほか、心臓リハビリテー 

ションの重要性について啓発活動を進めます。 

○ 患者の状態に応じて、様々な関係者がそれぞれの立場から心臓リ 

ハビリテーションを提供することができるよう、地域リハビリテー 

ション支援体制の整備を図ります。 

 

〔維持期（生活期）〕 

〇 慢性心疾患を有する患者が、自分の病気に対する理解を深め、関 

係者間で患者の体調状況を共有できるよう、生活状況や自分の状態 

を記録する重要性について、リーフレット等による啓発を行います。 

○ 患者、利用者の生活の視点に立って、入退院支援、日常の療養支 

援、急変時の対応、看取り等の場面に応じて切れ目ない医療・介護 

を提供するための多職種連携の促進や従事者の増加、質の向上など 

に取り組みます。 

〇 患者の状態に応じて、様々な関係者がそれぞれの立場から心臓リ 

ハビリテーションを提供することができるよう、地域リハビリテー 

ション支援体制の整備を図ります。 

〇 治療と仕事の両立支援の充実を図るため、自分の病気についての 

基本的な情報、医療費や公的支援に関する情報、退院後の生活に関 

する情報などの各患者やその家族が必要としている情報の提供等に 
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努めます。 

〇 成人期への移行期にある小児期に慢性疾病に罹患した患者に、切 

れ目なく年齢や状態に応じた適切な医療を提供するため、千葉県移 

行期医療支援センターを設置し、小児診療科と成人診療科間の連携 

支援や移行期医療の必要性の理解を深める研修等を実施することに 

より、移行期医療支援体制の整備を行います。 
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エ 施策の評価指標 

〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現状 目標 

救命講習等受講者数 
７．９万人 

（令和３年） 

１３万人 

（令和８年） 

心筋梗塞に対する来院後 90 分以内冠

動脈再開通を実施した医療機関数 

３８機関 

（令和３年度） 
(モニタリング指標※) 

大動脈疾患患者に対する手術を実施し

た医療機関数 

２８機関 

（令和３年度） 
(モニタリング指標※) 

入院心血管疾患リハビリテーションの

実施医療機関数 

３７機関 

（令和３年度） 
(モニタリング指標※) 

在宅患者訪問診療実施診療所数・病院

数 

７５８箇所 

（令和４年度） 

７８５箇所 

（令和８年度） 

機能強化型訪問看護ステーション数 
３４箇所 

（令和５年度） 

４２箇所 

（令和８年度） 

外来心血管疾患リハビリテーションを

実施している医療機関数 

２０箇所 

（令和３年度） 
(モニタリング指標※) 

 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現状 目標 

20 歳以上の者の 1 日当たり

の食塩摂取量 

男性 １０．９g 

女性  ９．４ｇ 

（平成２７年度） 

男性 ７．５g 

女性 ６．５ｇ 

（令和１１年度） 

運動習慣者の割合 

２０～６４歳 

男性 ２９．７％ 

女性 ２５．７％ 

６５歳以上 

男性 ４３．９％ 

女性 ４０．１％ 

（令和元年度） 

増加 

（令和１１年度） 

20 歳以上の者の喫煙率 

男性 ２１．９％ 

女性  ６．９％ 

（令和３年度） 

男性 １２．０％ 

女性  ５．０％ 

（令和１１年度） 

特定健康診査・特定保健指

導の実施率 

健康診査 ５５．８％ 

保健指導 ２２．７％ 

（令和３年度） 

健康診査 ７０％ 

保健指導 ４５％ 

（令和１１年度） 
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指  標  名 現状 目標 

心血管疾患における搬送困

難事例の割合 

１５．０％ 

（令和３年） 
減少 

（令和１１年） 
高血圧の改善 

（収縮期血圧の平均値の低

下、内服加療中の者を含む、

４０歳以上） 

男性１２７．６ｍｍHｇ 

女性１２３．１ｍｍHｇ 

（令和２年度） 

ベースライン値 

から低下 

（令和１１年度） 

脂質異常症の減少 

（LDL-ｃ160 ㎎／dl 以上の

者、内服加療中の者を含む、

４０歳以上） 

男性 １４．６％ 

女性 １４．５％ 

（令和２年度） 

ベースライン値 

から減少 

（令和１１年度） 

メタボリックシンドローム

の該当者及び予備軍の減少 

男性６３２，６７０人 

女性１９２，５２２人 

（令和３年度） 

減少 

（令和１１年度） 

心筋梗塞に対する来院後90

分以内冠動脈再開通件数 

１，６７１件 

（令和３年度） 
(モニタリング指標※) 

大動脈疾患患者に対する手

術件数 

９０４件 

（令和３年度） 
(モニタリング指標※) 

入院心血管疾患リハビリ

テーションの実施件数 

１２９，９９５件 

（令和３年度） 
(モニタリング指標※) 

入退院支援実施件数 
１４８，７２６件 

（令和４年度） 

１８５，２７３件 

（令和８年度） 

外来心血管疾患リハビリ

テーションの実施件数 

１１，２８９件 

（令和３年度） 
(モニタリング指標※) 

受療率（人口１０万人対） 

（心疾患（高血圧性のもの

を除く）） 

１１４ 

（令和２年） 

減少 

（令和１１年） 

 
〔成果（アウトカム）〕 

指  標  名 現状 目標 

心血管疾患に係る現場活動時間 

（現場到着～現場出発） 

２０．７分 

（令和３年） 

短縮 

（令和１１年） 

心血管疾患に係る平均搬送時間 

（現場出発～医療機関到着） 

１６．５分 

（令和３年） 

短縮 

（令和１１年） 

心血管疾患に係る救急活動時間 

（救急隊覚知～病院収容） 

４６．６分 

（令和３年） 

短縮 

（令和１１年） 

健康寿命の延伸 

男性７２．６１年 

女性７５．７１年 

（令和元年） 

男性７４年 

女性７６．８年 

（令和１１年） 
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指  標  名 現状 目標 

心疾患（高血圧性を除く）による年齢

調整死亡率 

男性２００．２ 

女性１１６．３ 

（令和２年） 

減少 

（令和１１年） 

在宅等の生活の場に復帰した患者の割

合（虚血性心疾患） 

９５．２％ 

（令和２年） 

増加 

（令和１１年） 

 

 ※ モニタリング指標：ロジックモデルに位置づけ、目標を設定しない指標 

   心疾患の患者数の推移などを把握し、千葉県循環器病対策推進協議会等の意見を踏まえな

がら、評価を行う。 

 

-138-


